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１．事業類型ごとの実施要件（国「病児保育事業実施要綱」より）

病児対応型

看護師、准看護師、保健師又は助産師の数は、対象病児おおむね１０人に
つき１人以上とすること

保育士の数は、対象病児おおむね３人につき１人以上とすること

保育室及び病児の静養又は隔離の機能を持つ観察室又は安静室を有するこ
と

調理室を有すること（本体事業の調理室と兼用も可）

事故防止及び衛生面に配慮するなど、児童の養育に適した場所とすること

緊急時に児童を受け入れてもらうための医療機関（協力医療機関）をあら
かじめ選定すること

実施場所が医療機関でない場合は、児童の病態の変化に的確に対応し、感
染の防止を徹底するため、日常の医療面での指導、助言を行う医師（指導
医）をあらかじめ選定すること

緊急時の対応について、協力医療機関又は指導医とあらかじめ文書により
取り決めを行うこと

指導医等と一定の目安を作成し、周知すること
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１．事業類型ごとの実施要件（国「病児保育事業実施要綱」より）

看護師、准看護師、保健師又は助産師の数は、対象病児おおむね１０人に
つき１人以上とすること

保育士の数は、対象病児おおむね３人につき１人以上とすること

保育室及び病児の静養又は隔離の機能を持つ観察室又は安静室を有するこ
と

調理室を有すること（本体事業の調理室と兼用も可）

事故防止及び衛生面に配慮するなど、児童の養育に適した場所とすること

緊急時に児童を受け入れてもらうための医療機関（協力医療機関）をあら
かじめ選定すること

緊急時の対応について、協力医療機関又は指導医とあらかじめ文書により
取り決めを行うこと

病後児対応型
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１．事業類型ごとの設置基準（国「病児保育事業実施要綱」より）

保育所又は医務室が設けられている認定こども園、小規模保育事業所、事
業所内保育事業所の医務室、余裕スペース等で、衛生面に配慮されており、
対象児童の安静が確保されている場所とすること

看護師等を１名以上配置し、体調不良児の人数は、看護師等１名に対して
２人程度とすること

担当看護師等は、実施保育所等における児童全体の健康管理・衛生管理等
の保健的な対応を日常的に行うこと

担当看護師等は、地域の子育て家庭や妊産婦等に対する相談支援を地域の
ニーズに応じて定期的に実施すること

緊急時に児童を受け入れてもらうための医療機関（協力医療機関）をあら
かじめ選定すること

体調不良児対応型
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１．事業類型ごとの設置基準（国「病児保育事業実施要綱」より）

一定の研修（※注）を修了した看護師等（看護師、准看護師、保健師又は
助産師）、保育士又は家庭的保育者のいずれか１名以上配置すること

預かる病児（病後児）の人数は、看護師等１名に対して、１人程度とする
こと

集団保育が困難であり、かつ、保護者が家庭で保育を行うことができない
期間内で対象児童宅への訪問を行うこと

（※注）「職員の資質向上・人材確保等研修事業の実施について」（平成27年
5月21日雇児発0521第19号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）に定
める病児・病後児保育（訪問型）研修、又は国の病児・病後児保育事業
実施要綱別紙１に掲げる研修

非施設型（訪問型）
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２．児童福祉法に基づく届出

児童福祉法（昭和22年12月12日法律第164号）（抄）

第三十四条の十八 国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令で定

めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都

道府県知事に届け出て、病児保育事業を行うことができる。

② 国及び都道府県以外の者は、前項の規定により届け出た事項に

変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府

県知事に届け出なければならない。

③ 国及び都道府県以外の者は、病児保育事業を廃止し、又は休止

しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を

都道府県知事に届け出なければならない。

※届出の様式や添付書類については、市ホームページを参照ください。

（URL）https://www.city.himeji.lg.jp/bousai/0000008644.html
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３．特定子ども・子育て支援施設等に対する指導監査

集団指導 実地指導 監 査

運営基準等の遵守に関して、
特定子ども・子育て支援施
設等の設置者等を一定の場
所に集めて講習等の方法に
より実施する。

特定子ども・子育て支援施
設等において、提出された
書面に関する質問等を行う。
その結果により必要と認め
る場合は、運営基準の遵守
に関する各種指導等を行う。

実地指導等において、著し
い運営基準違反等に関する
情報があり、特に必要があ
ると認める場合に実施。
事案の緊急性・重大性を踏
まえ、事前通告なく監査を
行うこともある。

○「設置基準」：子ども・子育て支援法施行規則第１条の３（病児保育の場合）

※国の実施要綱における実施要件と同内容

指導監査は、「設置基準」と「運営基準」について行う。

○「運営基準」：特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・

子育て支援施設等の運営に関する基準 54～61条

○「特定子ども・子育て支援施設等」：幼児教育・保育の無償化の対象となるため、
市に確認の申請を行い、市から確認を受けた施設
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３．特定子ども・子育て支援施設等に対する指導監査

■教育・保育その他の子ども・子育て支援の提供の記録（第54条）

・ 特定子ども・子育て支援の提供日、提供日ごとの時間帯、支援
の具体的な内容、その他必要な事項が記録されているか。

※利用記録簿、業務日誌等で確認

■利用料及び特定費用の額の受領（第55条）

・ 保護者との間に締結した契約により定められた特定子ども・子
育て支援の提供の対価の額（利用料）の支払いを受けているか。

・ 特定費用の使途、額、理由について書面により明らかにし、保
護者に対して説明を行い、同意を得ているか。

※利用申込書、契約書、重要事項説明書等で確認
特定費用とは・・
① 日用品、文房具その他の特定子ども・子育て支援に必要な物品の購入に要する費用
② 特定子ども・子育て支援に係る行事への参加に要する費用
③ 食事の提供に要する費用
④ 特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所に通う際に提供される便宜に要する費用
⑤ ④に掲げるもののほか、特定子ども・子育てにおいて提供される便宜に要する費用のうち、特定子ども・子育

て支援の利用において通常必要とされるものに係る費用であって、施設等利用給付認定保護者に負担させるこ
とが適当と認められるもの
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３．特定子ども・子育て支援施設等に対する指導監査

■領収証及び特定子ども・子育て支援提供証明書の交付（第56条）

・ 支払を受ける際、領収証を交付しているか。領収証は、利用料
と特定費用の額を区分して記載しているか。

※領収書の控えで確認

・ 特定子ども・子育て支援を提供した日、時間帯、支援の内容、
費用の額、その他施設等利用費の支給に必要な事項を記載した特
定子ども・子育て支援提供証明書を保護者に交付しているか。

※特定子ども・子育て支援提供証明書の控えで確認
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３．特定子ども・子育て支援施設等に対する指導監査

■施設等利用給付認定保護者に関する市町村への通知（第58条）

保護者が偽りその他不正な行為によって施設等利用費の支給を
受け、又は受けようとしたときは、遅延なく、意見を付してその
旨を当該支給に係る市町村に通知しているか。

※通知の有無を確認

■施設等利用給付認定子どもを平等に取り扱う原則（第59条）

子どもの国籍、信条、社会的身分又は特定子ども・子育て支援
の提供に要する費用を負担するか否かによって、差別的取扱いを
行っていないか。

※苦情処理簿等を確認



11姫路市 こども支援課

３．特定子ども・子育て支援施設等に対する指導監査

■秘密保持等（第60条）

・ 職員、管理者は、正当な理由がなく、業務上知り得た子ども又
はその家族の秘密を漏らしていないか。また、職員であった者に
対しても、秘密を漏らすことがないよう必要な措置を講じている
か。

・ 小学校、その他の関係機関に対して、子どもに関する情報を提
供する際には、あらかじめ文書により保護者の同意を得ているか。

※個人情報保護に関する同意書等を確認
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３．特定子ども・子育て支援施設等に対する指導監査

■記録の整備（第61条）

・ 職員、設備、会計に関する諸記録を整備しているか。
＜確認書類例＞

【職員に関する記録】

 労働者名簿、資格証明書、労働契約書等の労働条件を明示した書類、出勤
簿、賃金台帳、就業規則、給与規程、社会保険（健康保険・厚生年金・雇
用保険）加入関係書類、健康診断結果、研修記録など

【設備に関する記録】

 消防計画、消防設備点検記録、建築確認済証・検査済証、防災計画、防犯
対策計画、避難消火訓練、害虫駆除、事故発生防止対策、事故記録、ヒヤ
リハット、危機管理、衛生管理マニュアル（点検簿）など

【会計に関する記録】

 経理規程、決算書、現預金等の出納管理簿など

・ 「子ども・子育て支援提供の記録」、「運営基準第５８条の規
定による市町村への通知に係る記録」を整備し、その完結の日か
ら５年間保存しているか。
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３．特定子ども・子育て支援施設等に対する指導監査

区分 指摘事項 根拠法令等

文書
指摘

利用児童がいる時間帯において、看護師の配置
が適正でない状況の日があった。

実施要綱６⑴②

口頭
指摘

病児保育事業に従事する保育士の勤務記録の一
部に不備があり、病児保育事業に常勤している
職員を確認できない日時があった。

実施要綱６⑴②

職員の異動があった後、事業変更届による届出
がなされていなかった。

児童福祉法第３４
条の１８第２項

※実施要綱：平成２７年７月１７日雇児発０７１７第１２号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知

「病児保育事業の実施について」別紙「病児保育事業実施要綱」


